
 

一般社団法人入間市シルバー人材センター職群班班長等 

手当・費用弁償及び旅費の支給に関する規程 
 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、一般社団法人入間市シルバー人材センターの職群班班長等 

の手当及び費用弁償の支給に関する必要事項を定めることを目的とする。 

 

（職群班班長等の範囲） 

第２条 この規程において手当を支給する範囲は、次のとおりとする。 

(1) 職群班班長及び副班長 

 

（手当の支給額） 

第３条  職群班班長等手当の金額、支払区分等は源泉徴収税額を控除後に別表 

のとおりとする。 

 

（職群班長・副班長手当の対象） 

第４条 職群班班長・副班長手当は、職群班規程第７条（職群班班長、職群班

副班長の所掌事項）記載業務を遂行するために支給される。 

 

（手当の支給方法） 

第５条 手当の支給は、毎月支給する。 

 

（費用弁償） 

第６条 職群班長等が職務に関連し、理事長の指示により会議・研修会等に出 

席した場合は、費用弁償として １日（１回）１ ,０００円を源泉徴収税乙額控

除後に支給する。 

 

（出張旅費） 

第７条 職群班長等が職務に関連し、理事長の指示により出張した時は旅費を 

支給する。 

２．旅費の金額、支払方法は、「職員等の旅費に関する規程」に準じる。 

 

（委 任） 

第４条  この規程に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

附 則 

 この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 



 

附 則 

 この改正規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この改正規程は、令和 ２年 １月 １日から施行する。 

附 則 

 この改正規程は、令和 ２年１０月２２日から施行する。 

附 則 

 この改正規程は、令和 ４年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

 別表、職群班班長等の手当の額は、令和５年９月２８日から施行し、令和５

年度から適用する。 

附 則 

 この改正、第５条の規定は、令和５年９月２８日から施行し、令和６年４月

１日から適用する。 

 

 

別  表（第３条関係）職群班班長等手当の額 

職  名 支払区分 金 額 備  考 

職 群 班 班 長 月 額 １，５００円  

職群班副班長 月 額 １，０００円  

 

 


